
 

 

議第３号 

令和３年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計予算 

 

令和３年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３７，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 １０，０００千円と定める。 

 

令和３年３月５日提出 

 

大和高田市長  堀 内 大 造 



第１表　歳入歳出予算

（歳入） （単位：千円）

款 項 本年度予算額

112,399
1.診療収入

1.外来収入
93,301

2.その他検査等収入
4,700

3.分院外来収入
14,398

11,344
2.使用料及び手数料

1.使用料
216

2.手数料
11,128

1
3.財産収入

1.財産運用収入
1

13,204
4.繰入金

1.基金繰入金
7,076

2.特別会計繰入金
499

3.一般会計繰入金
5,629

23
6.諸収入

1.市預金利子
1

2.雑入
22

429
8.国庫支出金

1.国庫補助金
429

歳　　入　　合　　計 137,400



（歳出） （単位：千円）

款 項 本年度予算額

1.総務費
70,525

1.施設管理費
70,286

2.研究研修費
239

2.医業費
66,362

1.医業費
66,362

3.基金積立金
1

1.基金積立金
1

4.公債費
12

1.公債費
12

5.予備費
500

1.予備費
500

歳　　出　　合　　計 137,400


